
第 1章

アルゼンチンにおける「普遍的子ども手当」の
制定とアイディアの政治

宇 佐 見　耕 一

はじめに

　アルゼンチンでは，第 2次世界大戦後社会保険方式により家族手当が整備

されてきており，その一環として子ども手当も支給されてきた。しかしその

対象は，正規雇用者の子どもに限定されていた。それが2009年にクリステ

ィーナ政権により，インフォーマルセクターをカバーする「普遍的子ども手

当」（Asignación Universal por Hijo）制度が政令により制定され，何らかの形で

大部分の子どもの家族が子ども手当を受給できるようになった。「普遍的子

ども手当」は，普遍的と名前を冠しているものの，それ自体は主としてイン

フォーマルセクターの子どもを対象とした無拠出制の手当であり，従来から

のフォーマルセクターの被用者を対象とした社会保険の家族手当と合わせて，

ほとんどの子どもが手当を受給できるようになったという意味で「普遍的」

という言葉を冠している。子ども手当の拡大は，議会において有力政党や議

員により議案として提案されてきた。その多くは，「普遍的子ども手当」が

制定された2009年になされたものであるが，最初に提出された法案は，1997

年に当時最大野党急進党所属の下院議員エリサ・カルカ（Elisa Carca）とエ

リサ・カリオ（Elisa Carrió）が提案した「子どもベーシックインカム基金法

案」（Fondo para el ingreso ciudadano de la niñez）であった⑴。同法案は，その後
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何度も内容を一部修正しながらも再提案されている（Repetto, Díaz Langou y 

Vanesa Marazzi 2009, 3）。同法案は18歳以下の子ども全員を対象としていると

いう点で普遍的であり，就学，健康診断や予防接種を受給条件としているこ

とから，条件付現金給付に分類される。他方，2009年に制定された「普遍的

子ども手当」は，インフォーマルセクターの子どもを対象とした条件付現金

給付である。条件付現金給付は1990年代にブラジルやメキシコで施行され，

現在ラテンアメリカ全域に広まっている。こうした条件付現金給付政策は，

貧困削減とともに貧困の世代間連鎖を断ち切るうえからも注目されている。

　本章の課題は，2009年の「普遍的子ども手当」に関連したアイディアの政

策形成に果たした役割に注目しつつ，それがどのようにアルゼンチンに定着

し政策化されたのかを分析することにある。同制度の形成過程には，条件付

現金給付やベーシックインカムといった海外に起源をもつアイディアがあり，

またアルゼンチン国内には社会保険方式の子ども手当が存在していた。本章

では，それらのアイディアがどのようなアクターによりもたらされ，それが

どのような経緯によりアルゼンチンの政策形成過程のなかで「普遍的こども

手当」の制定に至ったのかを検討したい。その際，アクターとしては社会政

策学者，政党・政治家，官僚・政府機関，および特定の政策の普及を目的に

活動する市民社会組織等が挙げられる。本章ではとくに，アイディアが政策

形成に果たした役割に注目しつつ，最終的に「普遍的子ども手当」として政

策化していく軌跡をたどりたい。そのために本章は，以下のような構成をと

る。第 1節では現金給付に関する先行研究を検討し，政策形成についての分

析の必要性を指摘し，その分析の視点としてアイディアの国際的伝播とアイ

ディアが政治資源として政策形成に果たした役割に注目することを述べる。

第 2節では，既存の制度，および海外起源の政策アイディアがどのようにア

ルゼンチンに定着したのかに関して分析する。第 3節では，そうしたアイデ

ィアが政治資源として「普遍的子ども手当」の制定にいかに影響しているか

という点を述べたい。本章で用いられるアイディアという用語に関して序章

で示したシュミットの分類に従うと，ベーシックインカム論や人的資本への
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投資論が価値や原則を体系づけして政策とプログラムを補強する公共哲学の

段階となり，それがより具体的提案となると政策を策定するための青写真と

なる一般のプログラム，さらに法案化すると個別の政策の段階となる。

第 1節　先行研究と分析の視点

1．アルゼンチンの子ども手当と関連した先行研究

　2009年に制定された主としてインフォーマルセクターの子どもを対象とし

た「普遍的子ども手当」に関しては，社会政策学者を中心にすでに多くの分

析がなされている。バルベイト（Alberto C. Barbeito）とロ・ブオロ（Rúben 

M. LoVuolo）は，ベーシックインカムを推奨する立場から，市民であること

を唯一の条件とした一定金額の現金の給付は，まず子ども手当から始めるべ

きであると提唱している。後述するようにラテンアメリカの貧困家庭では，

世帯所得を増やすために児童労働が行われ，そこには貧困の世代間連鎖がみ

られる。このような子どもの状況に関しては，ラテンアメリカではコンセン

サスがあり，子どものための既存のプログラムも存在していることから，子

どもを対象とした部分的ベーシックインカムの創設が全市民を対象とした

ベーシックインカムの第 1歩となるとする（Barbeito y Lo Vuolo 1996）。一方，

彼らは2009年時点の子ども手当の状況に関して，既存のフォーマルセクター

を対象とした社会保険制度のもとでの家族手当は，就労と連動して給付が細

分化されており，親の職業により子どもの価値が決定されると批判している

（Barbeito y Lo Vuolo 2009）。また，ロ・ブオロは，2009年に実際に導入された

「普遍的子ども手当」の給付の条件に関して，それはターゲティングであり，

懲罰的コンディショナリティーであり，受給できるのは一時的であり，現金

受給と税制の整合性に問題があるとと批判している（Lo Vuolo 2012, 61）。さ

らに，制度自体は条件付現金給付策であり，給付のカバー率拡大には貢献し
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たが，財源の不足，一部が対象となっていないこと，またコンディショナリ

ティーにより再分配効果は弱められていると指摘している（Lo Vuolo 2009, 

22）。このようにベーシックインカム導入論者の研究は，普遍主義の立場か

ら「普遍的子ども手当」の利点と欠点を明らかにし，給付に際しての条件等

を問題であるとしている。

　他方，レペト（Fabián Repetto）とディアス・ランゴウ（Gala Díaz Langou）

は「普遍的子ども手当」の制定を，支給額の調整や未対象者の存在など問題

は残るものの，非拠出制現金給付のカバー率を拡大させ，従前の複数の非拠

出制現金給付プログラムを統合したことによりプログラム間の非整合性の問

題の一部が解決された点などを評価している。確かに，「普遍的子ども手当」

が開始される以前の2008年において，主要な非拠出制現金給付プログラムで

ある失業世帯主プログラム，包摂のための家族計画および能力促進・雇用保

険の受給者は約135万人であったのに対し，2010年における「普遍的子ども

手当」の受給者は371万人に達している（Repetto y Díaz Langou 2010, 15-19）。

このような，「普遍的子ども手当」をめぐる社会政策学者の論争は，主とし

てその普遍性をめぐるものであり，その条件を普遍主義の立場から批判する

論者と，制度導入により手当を受給する子どもが大幅に拡大したことを評価

する論者がおり，またこのテーマに関連した研究は多い。

　一方，いかに「普遍的子ども手当」プログラムが形成されたのかという課

題に関して，ロ・ブオロは2009年の同プログラム制定に先立ち，子ども向け

のベーシックインカムの議論が議会においてなされていた点を重視している

（Lo Vuolo 2012, 53）。他方，ローリングス（Laura B. Rawlings）とルビオ（Gloria 

M. Rubio）は，ラテンアメリカにおける条件付現金給付プログラムの効果測

定による政策への影響として，そのことがプログラム修正の引き金となり，

プログラム拡大を決定させるように導き，政権交代に際してもプログラムの

継続を可能とさせる点を指摘している（Rawling and Rubio 2003, 11-13）。彼ら

の主張に従えば，プログラムの効果測定によりその有効性が確認されれば，

そのこと自身によりプログラムが継続し，かつ拡大するというものであり，
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こうした見方は方法論的に歴史的制度論に分類されよう。ここでは，条件付

現金給付という制度とその効果測定がプログラムの形成と継続に重要な役割

を果たしているとされる。しかし，彼らの議論ではいかに制度が形成された

かという問題は検討されておらず，ロ・ブオロも制度制定に関する議論の存

在の指摘にとどまっており，形成過程の検討まで踏み込んでいない。

　これらの先行研究の焦点のひとつは，前述したように「普遍的子ども手

当」の性格の普遍性に関する問題であろう。他方，制度の形成自体に直接取

り組んだ研究は見当たらない。ロ・ブオロは，「普遍的子ども手当」の形成

にベーシックインカムの議論が関係している点を指摘しているが，具体的に

どのようにそれが関与しているかまでは分析されていない。そこでロ・ブオ

ロの分析をヒントとすると，子どもに対する現金給付のさまざまなアイディ

アがあるなかで，同プログラムがどのようなアイディアを基とし，どのよう

なアクターによりどのように制度化されたかに関しての分析が必要であるこ

とを示唆している。その際，本論では以下に述べる理由からアイディアの導

入過程とアイディア自身が政策形成に果たした役割に注目する。

2．分析の視点

　本章では，アルゼンチンにおける「普遍的子ども手当」制度が形成される

過程を政策に関するアイディアに注目して分析をすすめる。アイディアに注

目した理由は以下の 2点である。第 1に2009年時点で条件付現金給付プログ

ラムは，ラテンアメリカのほとんどすべての国において実施されている

（Banco Mundial 2009, 1）。ラテンアメリカにおける条件付現金給付政策の起源

は，1995年ブラジルのカンピーナス州のプログラムと，1997年にメキシコ連

邦政府が始めたプログレッサ（教育・医療・食料）プログラム（Programa de 

Educación Salud y Alimentación: Progresa）である。それ以降，条件付現金給付

政策は，左派政権や右派政権を問わず全ラテンアメリカに拡大し，貧困緩和

政策の中心的位置を占めるに至った。ここでは，政権が右派か左派かという
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イデオロギーは関係なく，また利益政治により決定されたとも言い難い。そ

れでは，なぜ数ある貧困緩和政策のなかから条件付現金給付がこのように拡

大したのかという問題が浮上する。先行研究では，条件付現金給付政策の継

続に関して制度論的観点からの分析があったが，いかにしてその政策が選択

されたのかという問いには答えていない。そこで注目されるのが政策アイデ

ィアの政策形成上に果たした役割である。前述したとおり，アルゼンチンに

おける「普遍的子ども手当」制定の際には，条件付現金給付とその基となる

人的資本への投資，ベーシックインカムおよび社会保険としての家族手当と

いう政策アイディアが存在しており，制度形成過程の議論でそれらのアイデ

ィアが登場している。

　第 2に条件付現金給付政策にせよベーシックインカム論にせよ，それらは

外国に起源をもつアイディアである。そこでは，そうした外国起源のアイデ

ィアがどのようにアルゼンチンに定着し，「普遍的子ども手当」の制定にそ

れがどのように影響したのかが問題とされる。それに関してみると，政策ア

イディアの国際的伝播を扱った研究が参考になる。ドロウィッツ（David P. 

Dolowitz）とマーシュ（David Marsh）は，政策伝播に関し，何が，誰により，

なぜ，どこから，どの程度政策が移転され，その制約・促進要因は何かとい

う分析枠組みを提示している（Dolowitz and Marsh 2000, 7-12）。ナイ（Oliver 

Nay）によると，ドロウィッツらが提示した分析枠組みは，政策伝播の経過

を整理するうえで有益であり，新制度論を補完するもののひとつとして位置

づけられるが，どのように政策移転が行われたのかという観点の分析が欠け

ている点が批判されている（Nay 2012, 60）。

　そうした批判に対する回答のひとつとして，アイディアの国際的伝播が起

きたのち，それが国内にどのよう根付くかについて，フィネモア（Martha 

Finnemore）とシキンク（Kathryn Sikkink）は規範の伝播として以下のような

3段階を提起している。第 1段階として，規範がそれを考案する規範企業家

（norm entrepreneurs）により提起される。その場合動機は利他主義，共感，

思想的関与であり，手法は説得である。第 2段階として，そうした規範の変
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化が起きてより多くの国が規範を採用するようになる。この段階のアクター

は国家，国際機関，ネットワークであり，動機は正統化や名声であり，手法

は社会化，制度化また示威である。第 3段階は規範の内面化であり，アク

ターは法律家，専門家や官僚，動機は規範への適合であり，手法は職業的訓

練をとおして専門家が規範を内面化させて政策化させること，とある

（Finnemore and Sikkink 1998, 896-905）。この場合規範とは，序章で述べたシュ

ミット（Vivien A. Schmidt）による政治学におけるアイディアの 3段階分類の

うちの，第 3段階の価値や原則を体系づけ，政策とプログラムを補強する公

共哲学と同意味である。しかし，それが制度化され法制化されるとシュミッ

トのアイディアの第 1段階である個別の政策の意味となる。彼らのこうした

分析手段は，彼ら自身が述べているようにいかに規範が国際伝播して制度化

されるに至ったのかを示す（Finnemore and Sikkink 1998, 916）ことでもあるが，

方法論上は社会構築主義的な立場にあるともいえる。ここでは，フィネモア

らの手法を参照して，とくにその第 2段階においていかなる政策アイディア

が，どのようなアクターにより，いかなる経緯でアルゼンチンにもたらされ，

それがどのように国内で制度化されたのかをたどりたい。また彼は，その議

論の第 3段階において規範の内面化に言及している。本章ではそれを参考に，

第 2段階における規範の拡大をも各アクターにおけるアイディアに関する知

識の共有という問いに組み替えて考察する。そのことにより，国内において

特定の政策形成にアイディア的要素の果たした役割が明らかとなると考える

からである。

　その際，国内においてアイディアが政策形成に与える影響として，ブライ

ス（Mark Blyth）が主張する政治資源としてのアイディアに注目する必要が

あろう。アイディア自身が政策を実現させるうえでの政治資源となるという

のがブライスの考えである（Blyth 2002）。フレケンシュタイン（Timo Fleck-

enstein）も，アイディアが制度と同じく制度変化を抑制したり助長したりす

る役割を果たすと述べている（Fleckenstein 2011, 39）。しかし，ブライスはア

イディアが政治資源として影響をもつのは，世界経済が危機的局面に陥ると
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きであり，その際に分析対象とされたアイディアも経済・社会の根底を形成

するようなアイディアであった。本論では政治資源という概念をアクター間

のアイディアの共有という視点からとらえなおしてみたい。他方，本章で取

り扱う「普遍的子ども手当」はそうした社会全体を覆うアイディアではなく，

今日のアルゼンチンの社会政策の中心のひとつを占める政策である。そこで

ここでは，そのような全面的な経済・社会にかかわるアイディアの交代では

なく，中位の社会政策の政策策定過程においてもアイディアがアクター間で

共有されるに至り，政治資源として影響力をもっていることを示したい。す

なわち，危機的な状況になくてもアイディアが新たな制度形成，ここでは

「普遍的子ども手当」という政策策定に際して，エージェント間の同盟を形

成させたり，新たな制度策定に青写真を提供したりしている（Blyth 2002, 37-

41）というような政治資源としての役割を果たしている事例を示したい。そ

の際，政治資源として上述した各アクター間におけるアイディアに関する認

識の共有という点を切り口としたい。「普遍的子ども手当」自身は，条件付

現金給付政策であるが，それは社会保険である家族手当と，既存の非拠出制

手当である多子手当を補完しつつ18歳以下の子どもをカバーしている。そこ

で条件付現金給付政策における普遍主義の問題と条件の問題を考えることを

とおして，政治資源としてどのようなアイディアがどのように「普遍的子ど

も手当」の制定にかかわったのかを考察したい。

第 2節　既存の政策と政策アイディア

　ここでは，「普遍的子ども手当」の制定に関連のある既存の制度を確認し，

さらに新たな政策に関するアイディアがどのように国際伝播し，アルゼンチ

ン国内に根付いたかを跡付けたい。
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1 ．既存の子ども手当―社会保険と非拠出制手当―

　アルゼンチンでは，2009年に「普遍的子ども手当」が制定される以前より

フォーマルセクターの被雇用者の子どもを対象とした家族手当制度が存在し

ており，現在も存続している。アルゼンチンで最初に家族手当が法制化され

たのは，第 2次世界大戦後に成立したペロン（Juan Domingo Perón）政権期の

1957年の政令1957号によってであり，民間企業のすべてに対して毎月家族手

当の支給を義務化し，そのために年金金庫が管理する基金への拠出金の支払

いを定めた（Fraga Patrao, sin fecha 583-584）。その後，各年金金庫に家族手当

が制定され，ほとんどすべての被用者が家族手当を受給できるようになった。

オンガニア（Juan Carlos Onganía）軍政下の1968年に法律18017号により，給

付が現在の家族手当とほぼ同様の結婚，妊娠・出産，配偶者手当，子ども手

当，多子手当，小学校就学手当，中等教育就学手当に統一された。

　2013年現在有効な家族手当は，1996年に新自由主義改革を推進したメネ

ム・ペロン党政権下で前記法律18017号を廃して，新たに法律24714号として

成立したものである。家族手当の形態は，雇用者が拠出金を支払い，社会保

険庁（ANSES）がその運営を担う社会保険方式であり，支給される手当は次

のとおりである。結婚，妊娠，出産休暇手当，子ども手当，障害児手当，出

産・養子手当，小学校・中等教育就学手当であり，配偶者手当がこのときに

廃止されたことが注目される。このように，現存する家族手当は，第 2次世

界大戦後のペロン政権下でアルゼンチンにおける社会保障制度が拡充される

なかで制定されたものであり，労働組合に組織されたフォーマルセクターの

被用者を対象とした社会保険という性格をもち，またフォーマルセクターに

おける男性稼得者型の家族形態と相互に影響しあうものであった。そこでは，

自営業者やインフォーマルセクターは，家族手当の対象とはならなかった。

1990年代の改正では，雇用関係の柔軟化や女性の労働力化率上昇という状況

のなかで，配偶者手当が廃止された。2013年現在の家族手当における子ども
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手当は，原則として18歳以下の独身の子どもが対象であり，給付額は全国を

4地域に区分した地域により異なり，また世帯収入が高くなるにつれて給付

額は減少する。全国最大の人口を擁するブエノスアイレス州は第 1地区に属

し，そこでは世帯収入が200ペソから4800ペソの世帯には992ペソ，4801ペソ

から6000ペソの世帯に636ペソ，6001ペソから7800ペソの世帯に595ペソ，

7801ペソから 3万ペソの世帯に329ペソが毎月給付される⑵。ちなみに2013

年10月 7 日の為替レートは，公式レートが 1ドル5.77ペソ，ブルードルと呼

ばれる非公式レートは 1ドル9.52ペソである。公式レートではブエノスアイ

レス州の家族手当の子ども手当は，低所得層では月額171.92ドル，最高所得

層では57.02ドルとなる⑶。しかし，多くの国民が利用している非公式レート

で換算すると低所得層は104.20ドル，最高所得層では34.56ドルに低下してし

まう。最低所得層の平均賃金が2500ペソであることから，この階層に対する

992ペソの給付は，平均賃金の約40パーセントに達し大きな収入源となる。

　既存の子ども手当としては，社会保険方式の家族手当のほかに貧困層を対

象とした非拠出制の多子手当がある。貧困層を対象とした非拠出制手当は，

老齢年金，障害者手当，および多子手当があり，このうち多子手当はメネ

ム・ペロン党政権期の1989年10月に公布された法律23746号に基づく。多子

手当の運用は，社会開発省の外局である国家年金委員会（Comisión Nacional 

de Pensiones）が行っている。同委員会の資料によると，多子手当は 7人以上

子どものいる母親に対する手当であり，受給条件は資産・所得がなく扶助す

る親族がいないこととなっている⑷。すなわち貧困，とくに最貧困であるこ

とが受給条件となっている。以上のことから，子ども手当の受給者は，フ

ォーマルセクターの被用者世帯および最貧困層の 7人以上子どもがある世帯

をカバーしており， 6人以下の子どもをもつインフォーマルセクターや自営

業者の子どもが対象外となっていた。また，制度的にはフォーマルセクター

の家族手当が社会保険制度であり，非拠出制多子手当は貧困層向けの社会扶

助制度に分類される。すなわち，既存の社会保険の家族手当と社会扶助であ

る多子手当でもカバーされない広範囲な子どもが存在していたことになる。
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2 ．ベーシックインカム論

　2009年の「普遍的子ども手当」の制定に影響を与えたアイディアとして，

ここで述べるベーシックインカム論と，次項で述べる条件付現金給付制度あ

るいは人的資本への投資概念がある。アルゼンチンにおいて市民であること

を唯一の条件として全市民に一定の現金を給付するというベーシックインカ

ムの政策アイディアが社会政策学者のなかに普及したのは，1995年にブエノ

スアイレスの民間の研究所である公共政策学際研究センター（Centro Inter-

disciplinario para el Estudio de Política Públicas: CIEPP）から『排除に抗して：

ベーシックインカムの提案』が出版されたことがきっかけであった（Lo Vuo-

lo y Barbeito 1995）。同書は，ヨーロッパにおいてベーシックインカムのアイ

ディアを再活性化させた P.ヴァン・パリース（P. Van Parijs）やクラウス・オ

フェ（Claus Offe）と，アルゼンチンの社会政策研究者ルーベン・ロ・ブオロ

や経済学者のアルベルト・バルベイトらとの共著で出版された。同書にはヴ

ァン・パリースがアルゼンチン研究者と出会い，同書の刊行を薦め，ロ・ブ

オロらをヨーロッパ・ベーシックインカム・ネットワーク（Basic Income Eu-

ropean Network: B.I.E.N.）のアルゼンチン代表として認めたこと，クラウス・

オフェが1994年にロンドンで開催された第 5回 B.I.E.N大会への彼らの参加

を支援した（Lo Vuolo y Barbeito 1995, 9）と記されている。

　それ以降，公共政策学際研究センターは，アルゼンチンにおけるベーシッ

クインカム論普及の拠点となり，ベーシックインカムに関する多くの著作が

出版されている。また，公共政策学際研究センターが中心となってベーシッ

クインカム概念の啓発を目的とした市民社会組織アルゼンチン・ベーシック

インカム・ネットワーク（Red Argentina de Ingreso Ciudadano）が組織された。

その後，2000年にはアルゼンチンにおける反政府系の労働組合ナショナルセ

ンターであるアルゼンチン労働者センター（Central de los Trabajadores de la Ar-

gentina: CTA）は，ベーシックインカムの制定を提起した⑸。アルゼンチン労
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働者センターは，研究・能力形成研究所（Instituto de Estudios y Formación）と

いう研究所をもっており，そこにはベーシックインカムを主張し，のちに下

院議員となったクラウディオ・ロサーノ（Claudio Lozano）が所長を務めてい

た⑹。公共政策学際研究センターのロ・ブオロらは，アルゼンチンの1980年

代までの階層的福祉国家と1990年代の新自由主義政策を批判し，より普遍主

義的な社会政策の代替案を模索していた（Lo Vuolo y Barbeito 1993）。アルゼ

ンチン労働者センターにしても，1991年に当時のメネム政権の新自由主義政

策を批判して労働総同盟から分裂してできた新しいナショナルセンターであ

り，貧困者や失業者との社会運動とも関係をもち（Usami 2009, 146-149），よ

り普遍的な社会政策を希求していた。このようにベーシックインカムのアイ

ディアは，より普遍的な社会政策を希求していたアルゼンチンの研究者が

ヨーロッパの研究者と接触することによりアルゼンチンに導入され，アルゼ

ンチンの研究者を中心にそれを普及する組織が形成された。さらに，こうし

た研究者の活動によりベーシックインカムのアイディアは，労働運動のなか

にも取り入れられることとなった。こうした海外から来たベーシックインカ

ムのアイディアのアルゼンチンにおける普及，言い換えれば多くのアクター

によるベーシックインカムに関する知識が共有されていることが確認された。

3．条件付現金給付政策アイディアの普及

　アルゼンチンの「普遍的子ども手当」の制定に直接影響を与えた政策アイ

ディアとして，今日ラテンアメリカ全域で実施されている条件付現金給付政

策がある。条件付現金給付とは，「貧困の連鎖を断ち切るために若年層を対

象とし，人的資本の蓄積を目的とした新たな世代の開発プログラムである。

それは，子どもを学校に通わせるとか，定期的に保健所に連れて行く等の人

的資本への投資を条件として貧困家庭に現金を給付する（Rawlings and Rubio 

2003, 3）」ことと定義されている。条件付現金給付は短期的（貧困層の）消費

に焦点を当てるのみならず，人的資本への投資を通して長期的に貧困問題へ
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対処しようとするものである（De la Brière and Rawling 2006, 6）とみなされて

いる。

　ラテンアメリカにおいてこうした条件付現金給付が開始されたのは，前述

した1997年のメキシコのプログレッサプログラムからである。その後ブラジ

ルのボルサ・エスコラ・プログラム（Programa Nacional de Bolsa Escola）や貧

困・児童労働根絶プログラム（Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil）等

ラテンアメリカにおいて広範に採用された（Rawling and Rubio 2003, 3）。この

条件付現金給付政策がラテンアメリカに普及する過程で，それを積極的に評

価する世界銀行や国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）等の調

査・研究・評価報告書がインターネット上に掲載され，域内各国の社会政策

研究者や社会政策に関連した官僚は，それを容易に入手することができた。

たとえば，アルゼンチンの社会保険局が刊行した「普遍的子ども手当」の評

価に関する文章のなかにおいて国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会の文

書が多数引用され，条件付現金給付の理念や他国の経験をそこから学んでい

ることがわかる（ANSES 2012）。また，世界銀行の2003年に出された報告書

では，経済成長と貧困世帯が食料，医療教育および効率的な社会的セーフテ

ィーネットにアクセスできることが貧困軽減に必要であるとのコンセンサス

が過去10年に形成され，メキシコのプログレッサ・プログラムは，こうした

現実を反映したメキシコの声明書である（Coady 2003, 3）と述べられている。

世界銀行の別の報告書では，現金給付プログラムの重要な側面は，その結果

に関する信頼できる評価をとくに強調していることであり，その肯定的評価

の蓄積が既存のプログラムの継続とほかの開発途上国における類似のプログ

ラムの設定に有益である（Fiszbein and Schady 2009, 11-12）と記述されており，

人的資本に対する投資に関して国際的なコンセンサスが存在することを指摘

し，国際機関や現金給付プログラム実施国でのプログラムの成果に関する評

価が同プログラム普及に貢献しているとされる。そこでは，世界銀行のよう

な国際機関が条件付現金給付のアイディアを普及させるうえで主要な役割を

果たしていることが窺える。
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　アルゼンチンにおいて非拠出制年金以外で大規模に施行された現金給付プ

ログラムは，経済危機のさなかの2002年にドゥアルデ・ペロン党（Eduardo 

Duhalde）政権による失業世帯主プログラム（Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocu-

pados）であった。アルゼンチン経済は2002年にデフォルトに陥り，深刻な

景気後退がみられ，2003年の大ブエノスアイレス圏の貧困世帯の比率は，

51.7パーセントに達している（INDEC 2003, 1）。同プログラムは，そうした経

済的・社会的危機のなかで，失業者や労働組合の社会問題に対処する要求が

あり，労働組合，政党，教会，国際機関代表などの社会的協議が行われた後

に立案されていった（宇佐見2005, 216-220; Golbert 2004, 25）。同プログラムは，

2002年 4 月に政令565/02として公布された。

　失業世帯主プログラムの対象は，まずアルゼンチン人かアルゼンチンに永

住する外国人で現在失業中の世帯主であり，18歳以下の子どもを最低ひとり

もつか，きわめて困難な経済的・社会的状況にあるか，あるいは年齢を問わ

ず障害児をもっているというものである。受給条件として子どもが就学し，

また予防接種を受けることという事項がある。これは，現金給付プログラム

に広くみられる条件である。さらに月額150ペソ（約42ドル，プログラム発足

時）の給付を受けるには，コミュニティでの仕事か職業訓練を 1日 4時間か

ら 6時間行うという就労を求めている⑺。その就労と給付が連動していると

いう意味で，同プログラムはワークフェア的プログラムであるといえ，また

条件が課されているという点で条件付現金給付政策であるといえる。

　同プログラムの実施に当たって，アルゼンチン政府は世界銀行からの融資

を受けている。2002年に失業世帯主プログラムに関して約 5億ドルの支出が

なされたが，その 4分の 1が世界銀行の融資であり，2003年には 6億ドルの

支出のうちに世界銀行の融資は50パーセントを超えると推定されると同行の

報告書に記されている（Galasso and Ravallion 2003, 2）。2002年 3 月21日に世界

銀行内部の審査で承認を受けた対アルゼンチン貧困・失業対策融資プロジェ

クトの文書では，将来の反貧困政策では以下の 3点に焦点を当てるべきであ

るとされている。すなわち第 1に，改革と政策がより早い成長を導き，雇用
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を拡大させること，第 2に，貧困者が基礎的サービスにアクセスできるよう

にすること。それは貧困者の全体的福利を向上させ，人的資本を向上させる

ことによりグローバル経済のなかで生産性と競争力を向上させることができ

る，第 3にセーフティーネットを向上させることにより，貧困者のショック

に対する脆弱性を緩和できるとされている⑻。この世界銀行の融資プロジェ

クトは，それまでにアルゼンチンに対してなされていた「働こう：TRABA-

JAR」という貧困対策プログラムの第 VI期に当たるとされているが，実施

された時期からみると失業世帯主プログラムの設立期と一致する。そこでは，

理念として条件付現金給付の条件として，人的資本の向上がすでに述べられ

ている。同様の内容は，世界銀行の失業世帯主プログラムに関する別の融資

申請書にも記されている⑼。また同プログラムが週20時間の就労か職業訓練

参加を義務付けていることに関して，報告書では，プログラムが明示的に貧

困であることを条件としないが，この義務のために貧困層が自己選択でター

ゲティングできる利点を指摘している（Galasso and Ravallion 2003, 4）。このよ

うに世界銀行のなかに人的資本の開発とワークフェアというアイディアがあ

り，それが対アルゼンチンの融資に際しても提示されていた。

　しかし，失業世帯主プログラムは世界銀行の融資を受けたものであるが，

プログラム自身は，アルゼンチン政府が発足させたものであると世界銀行の

報告書には記されている（注 9と同じ）。失業世帯主プログラムは，労働・雇

用・社会保障省管轄のプログラムであり，同省が刊行したプログラムの性格

に関して次のような記述がある（Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

2003, 21-23）。そこにはまず，労働市場の最脆弱層にターゲティングされた

1990年代の対失業政策を社会政策の普遍主義に反し，残余的かつ野蛮なター

ゲティング政策であると批判している。つづいて新しい政策としてヨーロッ

パにおいて普遍的手当（asignación universal）やベーシックインカム（renta 

básica ciudadana）など就労と関係なく支給される給付される政策を紹介して

いる。ここでは，ベーシックインカムを厳格なターゲティングを求める政策

への対抗的政策アイディアとして紹介している。つづいてこうしたアイディ
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アを地域の現実や資源にひきつけて考察するうえでブラジルの政策を参照し，

その特徴を次のように述べている。第 1に社会政策における国家の役割の強

調である。第 2に，すべてのプログラムが子どもの就学と健康へのインセン

ティヴを伴っていること。第 3に，すべてのプログラムが普遍化へ向けた傾

向がある点。第 4に就労と最低市民所得を分ける傾向があり，この点に関し

て失業世帯主プログラムの就労義務との間にジレンマを生じさせている点を

指摘している，第 5に，プログラムの過程で市民社会の関与が強まっている

点である。このように失業世帯主プログラムを制定したアルゼンチン労働・

雇用・社会保障省は，ヨーロッパでのベーシックインカムのアイディアを意

識し，さらにより地域の実情に近いブラジルの社会政策を分析し，普遍主義

的傾向やプログラムにおいて子どもの教育や医療促進という人的資本への投

資の重要性を理解していたことになる。このように，世界銀行などの国際機

関が条件付現金給付のアイディアに関する情報を提供し，また世界銀行の融

資にともない，人的資本への投資という条件がアルゼンチンの政策立案に際

して参照される一方，アルゼンチンの行政当局も積極的に海外での社会政策

の傾向を研究し，失業世帯主プログラムという条件付現金給付政策が制定さ

れた。アルゼンチンの労働・雇用・社会保障省の文書により，同省の官僚は，

対貧困政策が普遍的かつ人的資本の開発に貢献するものであることが必要で

あるとの世界的傾向があることを認識していたと同時に，ベーシックインカ

ムのアイディアからプログラムの普遍性の重要性に対する認識をもっていた

ことが確認される。

第 3節　「普遍的子ども手当」の制定過程とアイディア

　ここでは2009年に制定される「普遍的子ども手当」の制定過程を分析し，

そこでアイディアがどのようにアクター間で共有され，政治資源としての役

割を果たしたのか明らかにしたい。
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1 ．ベーシックインカム論からの提案

　子ども手当に関する普遍主義的な最初の提案は，1996年にウィーンで開催

されたヨーロッパ・ベーシックインカム・ネットワーク国際大会に前述の

ベーシックインカムをアルゼンチンで普及させようとする研究者，ロ・ブオ

ロとアルベルト・バルベイトが「ラテンアメリカではなぜベーシックインカ

ムは子どもから始めなければならないのか」という論文を提起したことに始

まる。その後，同論文のスペイン語版がブエノスアイレスにある彼らの研究

所のウェブサイトに掲載され，アルゼンチンでも知られるようになった

（Barbeito y Lo Vuolo 1996）。

　そこではまず，ラテンアメリカではベーシックインカムというアイディア

はなじみがなく，また全市民に直ちにベーシックインカムを支給することは

財政的かつ制度的に実現可能性がないことを指摘する。つづいて，子どもに

対するベーシックインカムの支給が正当化される理由として以下の 6点を指

摘している。①すべての子どもに対する支給はとりわけ社会的に最も脆弱な

家族に対して効果がある，②ベーシックインカムの無条件であり普遍的であ

るという原則に反しない，③政治的コンセンサスを得やすい，④制度的・財

政的な最良の改革となる，⑤貧困の罠を回避できる，⑥現在の（新自由主義

的）政策が放棄している社会的・世代縦断的な責務を果たすことができる

（Barbeito y Lo Vuolo 1996, 2）。

　こうしたロ・ブオロやバルベイトらのベーシックインカム論に基づいた子

ども手当の提案に対して，当時野党第 1党の急進党下院議員であったカリオ

とカルカが関心を示し，ロ・ブオロらに接触してきたと，彼らは筆者とのイ

ンタビューで述べている。そして，のちに述べる急進党両下院議員らによる

子ども手当法案は，公共政策学際研究センターにおいてロ・ブオロら研究員

と両議員を交えて策定された⑽。のちに述べるエリサ・カリオ議員らの「子

どものためのベーシックインカム基金（Proyecto de ley: Fondos para el ingreso 
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ciudadano de la niñez）」法案の提案趣旨として，将来的にアルゼンチン市民全

員に所得の保障を行い，貧困や失業問題に対する保障網を構築することを見

据えて，とくに子どもの多くが貧困であるなどのことから，子どもに対して

無条件に財政から現金を給付すると述べている。ここでは，ロ・ブオロらの

アイディアが彼らとの交流によりカリオ議員らの法案に取り込まれているこ

とがわかる⑾。ここにおいて，ベーシックインカムに基づく子ども手当とい

うアイディアが研究者と政治家を結び付け，法案を作成するうえでの政治的

資源としての役割を果たしたことが確認される。

　上記のような経緯で作成された法案は，野党急進党カリオとカルカ両下院

議員により1997年に議案として上程された。法案の名称は，「子どものため

のベーシックインカム基金」法案であり，そのおもな内容は以下のものであ

る。18歳以下の子どもと 4カ月目以上の妊婦すべてに現金給付のために財政

支出により基金を創設する。給付に際しては，いかなる条件も付けない。そ

のために現行の社会保険制度の家族手当を廃止し，所得税の課税ベースを広

げることを提案している（注11と同じ）。

　その後同法案は，修正されつつ何度も下院に提案され，2009年に提案され

た法案の内容は，以下のように子どもへの教育と健康への義務が果たされて

いることが条件となっている⑿。第 1条で子どものためのベーシックインカ

ム基金設立を定め，その基金からの支給は，子どもへのベーシックインカム，

妊婦と障害者への医療サービス等，母性や出生・養子への扶助となっている。

第 2条で支給は毎月現金で給され，対象は子どものためのベーシックインカ

ムの場合18歳以下のアルゼンチン国籍保持者でアルゼンチン在住者とし，取

得の条件をアルゼンチン国籍のある人に限定している。第 4条では，受給者

は母親が父親やその他の扶養者に優先されることが記されている。第 8条で

は，支給の条件として学齢期の子どもは就学の証明，学齢期未満の子どもは

健康診断と予防接種の証明，妊婦は妊娠の証明が定められている。また，両

下院議員による提案は，すべてのアルゼンチン国籍の子どもに同じ金額の手

当を支給するという点では，ベーシックインカムのもつ普遍的プログラムで



第 1章　アルゼンチンにおける「普遍的子ども手当」の制定とアイディアの政治　41

あるといえる。

　他方，受給の条件として子どもの就学や健康診断の証明を課していること

は，ベーシックインカム論に基づいて提案された「子どものためのベーシッ

クインカム基金」が条件付現金給付の人的資源への投資をとおして貧困の連

鎖を断ち切るという理念を共有していることになる。すなわち，ベーシック

インカム論の普遍性はその無条件性にあるが，ベーシックインカム論者のな

かで，後述するようにそこでの条件が子どもの教育と健康といった大人が子

どもに対して果たすべき義務と認識され，人的資源への投資を通じた貧困の

連鎖を断ち切るという条件付現金給付のアイディアが受け入れられていたこ

とを示している。また，本書序論で普遍性は，制度に資力調査がなくカバレ

ッジを広げるものと定義している。そのため，資力調査を行わず，カバレッ

ジを広げるベーシックインカム論者の「子どものためのベーシックインカム

基金」法案は，本書が定義した意味での普遍性を備えていることになる。同

法案に付随した提案理由書には，ロ・ブオロらの提案にあるベーシックイン

カムを子どもから始める理由がそのまま取り入れられている。そこでは，子

どものためのベーシックインカムは無条件に毎月同一額を支給し，貧困であ

るとか失業中であるとかの申告は必要ないとその普遍性を強調している。他

方で，就学や健康診断等の条件を付けたことに関して，そのことは人間開発

のための基礎的条件を子どもに提供するという義務から大人を免除するもの

ではないとする。その理由として，貧困層の子どもが就学せず児童労働を行

っているために，将来正規雇用を得る可能性を低下させている状況がある点

を指摘し，支給の条件を正当化している。ここにベーシックインカムという

普遍主義のアイディアと人的資本への投資により貧困の世代間連鎖を断ち切

るという条件付現金給付のアイディアの融合がみとめられる。このように

ベーシックインカムというアイディアに基づく子ども手当は法案となり議会

に提案されたが，審議されることはなく廃案となっている。しかし，両議員

は，同法案を数年ごとに議会に提案している。

　同法案の提出者エリサ・カリオ下院議員の所属する急進党は，1999年にほ
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かの野党と同盟を組みデ・ラ・ルーア（Fernando de la Rúa）連合政権を形成

するに至った。しかし，彼女は同政権の新自由主義的政策を批判し，2000年

に同党を離れ「平等な共和国によるアルゼンチン人党」（Argentinos por una 

República de Iguales: ARI）を結成し，2003年の大統領選挙に ARIの候補とし

て出馬した。その時の選挙公約⒀のなかに上述した子ども手当法案が，高齢

者向けベーシックインカム（Ingreso ciudadano a todos adultos mayores）および

失業者手当制度制定とともに掲げられており，ベーシックインカム論に基づ

く子ども手当法案は大統領選での選挙公約となった。大統領選挙でエリサ・

カリオ候補は14.05パーセントを得票し 5位に終わったが⒁，同法案が大統領

選挙での公約になり全国的に知られるようになった意義は大きい。

　他方，ベーシックインカムのアイディアと結び付いた子ども手当は，労働

運動と結び付き，その制定を求める全国的な社会運動となっていった。2000

年になるとアルゼンチン労働者センターは，普遍的な子ども手当を65歳以上

の無年金者への非拠出制年金と失業世帯主への失業者・技能形成保険ととも

に要求するようになった⒂。また，2001年になると経済危機の深刻化ととも

にアルゼンチン労働者センター主導で貧困削減を目的とする社会運動組織の

反貧困国民戦線（Frente Nacional Contra la Pobreza: FreNaPo）が結成された。反

貧困国民戦線には，アルゼンチン労働者センターのほかにエリサ・カリオや

アリシア・カストロ（Alicia Castro））下院議員等の政治家，五月広場の祖母

たちという人権団体，研究機関や中小企業の団体などが参加していた。反貧

困国民戦線は，2001年12月12日から17日にかけて彼らの要求に対する自主的

な国民投票運動（Asamblea Popular）を実施した。その内容は，アルゼンチン

労働者センターの要求と同様に失業世帯主への380ペソの失業・技能形成保

険金，18歳以下の子どもに対する60ペソの普遍的な子ども手当，および65歳

以上の年金未受給者に対する150ペソの非拠出制年金の支給を支持するか否

かというもので，約300万人の国民が投票に参加したとされる⒃。同運動を

進めたアルゼンチン労働者センターの幹部も筆者とのインタビューにおいて，

1990年代の新自由主義が多くの被害をもたらし窮乏化を進めたという認識の
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もと，国民投票運動の要求は，貧困問題に対応するアルゼンチン労働者セン

ターの対案であったとしている⒄。また，翌2002年 1 月にはデ・ラ・ルーア

大統領辞任後に議会で選出されたペロン党のドゥアルデ大統領に対して，ア

ルゼンチン労働者センターの指導者ビクトル・ジェナロ（Victor Gennaro）は，

この国民投票の要求書を手渡している⒅。このようにベーシックインカム論

を基にした子ども手当のアイディアは，研究者から政治家，労働組合や市民

社会組織に広まり，それを基にした法案が提起され，またそれを要求する運

動が展開された。これはまず，海外から来たベーシックインカムのアイディ

アがアルゼンチンに定着し，政府官僚を含む各アクターに共有されていたこ

とを示している。そしてそのことは，ベーシックインカム論に基づく子ども

手当のアイディアがそれらのアクターを結び付け，法案制定に向けての運動

を促す政治資源としての役割を果たしていたとみることができる。

2．「普遍的子ども手当」制定の環境

　ここでは，2009年に「普遍的子ども手当」が制定される前後の子どもの状

況を述べる。まず，貧困率に関してみると子どもの貧困率はほかの年代の貧

困率より高く，2006年における主要都市平均の貧困率が26.9パーセントであ

るのに対して， 0歳から13歳までの子どものそれは40.5パーセントときわめ

て高くなっている。子どもの貧困率とは，世帯調査により得られる貧困人口

を年齢層別に組み替え，同年齢層の子どもの人口に対する貧困な子どもの人

口の比率を算出したものである。子どもの貧困率が全体の貧困率に対して高

いことは，ラテンアメリカ諸国では一般的である。たとえば国際比較が可能

な CEPALの統計を用いると，2011年のアルゼンチンにおける貧困人口率が

5.7パーセントであるのに対して0歳から17歳の子どもの貧困人口率は24.3

パーセント，ブラジルのそれは20.9パーセントに対し33.8パーセント，ボリ

ビアは36.3パーセント対71.4パーセント，チリは11.0パーセント対15.7パーセ

ント，メキシコ（2010年）は36.3パーセントに対し37.6パーセント等々とな
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っている（CEPAL 2013, 17）。一方高齢者は，過去の年金保険料未払いによる

年金未受給者救済制度として導入された年金モラトリアム制度の制定により，

年金受給者が拡大し，65歳以上の世代の貧困率が最も低くなっている。こう

した事実は，子どもを対象とした現金給付に関してコンセンサスが存在する

とする各論者の提案の裏づけのひとつとなる。

　他方，条件付現金給付の条件となる子どもの就学や医療に関してアルゼン

チンの状況は全般的に良好で，子どもに対する教育や医療サービスを受けさ

せているという条件が必ずしも支給に際しての障害にならないと判断される。

まず，アルゼンチンの初等教育就学率は高く2008年で99.4パーセント，また

中等教育の就学率は2009年で86.2パーセントであった（CEPAL 2012, 31-32）。

2011年における1000人当たりの 5歳以下の幼児死亡率は14人であり，ラテン

アメリカ平均の19人より大幅に低い。さらに2010年におけるはしかの予防接

種率も99パーセントであり，ラテンアメリカ平均の93パーセントに比べて高

く，子どもに対して教育や基礎的医療面でのサービスがほぼ行き届いている

ことが示されている（CEPAL 2012, 38）。こうした初等・中等教育の普及を反

映して，アルゼンチンの児童労働の比率は低い。2005年において10歳から14

歳の児童が就労していると自己申告した比率は，男児が 2パーセント，女児

が 1パーセントであった。これに対して，隣国のパラグアイのそれは男児が

23パーセント，女児が 8パーセント，またボリビアのそれは男児が32パーセ

ント，女児が15パーセントとなっている（CEPAL 2009, 6）。このように，

2009年の「普遍的子ども手当」制定時には，子どもの貧困はほかの世代より

表1-1　2006年後期の年代別貧困率（主要31都市）（％）

全体 0～13 14～22 23～64 65以上
貧困率 26.9 40.5 34.8 21.2 11.0 
非最貧困率 18.2 26.2 23.7 14.8 7.8

最貧困率 8.7 14.3 11.2 6.4 3.2

（出所）　経済省ウェブサイト（http://www.indec.mecon.ar/），
2013年10月29日閲覧。
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も高く，他方教育や基礎的医療は広く普及していた状況にあった。

3．政治状況

　つぎに，「普遍的子ども手当」が制定された2009年の政治的状況をみてみ

る。2003年に成立したペロン党のキルチネル（Néstor Kirchner）政権は，

1990年代にネオリベラル改革を推進した同じくペロン党の前大統領メネム

（Carlos Menem）候補の政策を批判して成立した政権であった。キルチネル

政権の後を受けて2007年に夫人のクリスティーナ（Cristina Fernández de 

Kirchner）政権が発足した。キルチネルはペロン党党首に就任し，キルチネ

ルおよびクリスティーナ政権の評価が問われる上下院議員を選出する中間選

挙が2009年 6 月28日に実施された。中間選挙では 4年任期の下院の半数と 6

年任期の上院の三分の一を選出する。下院議員は州ごとの比例代表制であり，

上院は各州で得票に応じて第 1党に 2議席，第 2党に 1議席を振り分ける仕

組みになっている。下院で最大の議席が改選されるのはアルゼンチン最大の

ブエノスアイレス州であり，注目度も高かった。当時ペロン党は与党キルチ

ネル派がキルチネル前大統領の選出母体となった「勝利のための戦線」（Fr-

ente para la Victoria: FPV）とペロン党反主流派に分裂して選挙戦に臨んだ。キ

ルチネル派は，ブエノスアイレス州での勝利のためにキルチネル自身を「勝

利のための戦線」の候補者リストの第 1位として選挙戦を戦ったが獲得議席

は12にとどまり，ペロン党非主流派議員と中道右派同盟の13議席の前に敗れ

た⒆。この選挙の結果，「勝利のための戦線」は下院で29議席を失い，非改

選と合わせて与党は87議席となり過半数129議席を大幅に割ることとなっ

た⒇。

　また，2009年選挙を挟んで与野党から多数のインフォーマルセクターに対

する子ども手当法案が提出されていた。2008年 5 月にはエリサ・カリオをは

じめとした中道左派の14議員がベーシックインカムに基づく子ども手当法案

を重ねて提起した。2008年 7 月には与党「勝利のための戦線」の下院議員エ
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クトル・レカルデ（Hector Pedro Recalde）とアウグスティン・ロッシ（Augus-

tín Oscar Rossi）が「非登録労働者向け子ども・就学手当法案」を議会に提案

した。非登録労働者とは，社会保険料未納者として労働・雇用・社会保障省

が把握している事実上のインフォーマル労働者のことである。法案の骨子は，

非登録労働者の18歳以下の子どもに対して，フォーマル労働者である登録労

働者が法律24714号による家族手当制度において受給している手当と同額の

子ども・就学手当を支給し，その受給の条件として子どもの就学を課してい

ることである�。同法案の提案理由として，アルゼンチンにおけるインフ

ォーマル労働者，すなわち非登録労働者の問題が存在していること認識し，

非登録労働者はフォーマル労働者である登録労働者と同等の権利を有してい

るためとしている。ここでは，まずインフォーマル労働者もフォーマル労働

者同様の権利を有するという普遍主義に言及している。また，同下院議員の

政策秘書は，法案策定に当たりブラジル，メキシコ，チリやボリビアなどの

事例を参考にしたという�。すなわち，域内で実施された条件付現金給付に

関する知識をもっていたことになる。同法案はのちに大統領政令で制定され

た「普遍的子ども手当」とほぼ同じ内容となっている。

　2009年 4 月にはアルゼンチン第 2の州サンタフェ州に基盤をもつ社会党が

「子ども・青年普遍的所得」（Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia）法案

を提出した。そこにはすべてのアルゼンチンに在住する18歳以下の子どもに

対して子ども手当を支給し，その条件として乳幼児の健康管理と学齢期の子

どもの就学を掲げている。提案理由としては，キルチネル政権下での経済回

復にもかかわらず，子ども貧困の問題が解決されておらず，それが急務であ

ることが指摘されている。同党による法案の提案理由書によるとまず，新自

由主義のターゲティング政策を単にスティグマを伴う貧困緩和策であり貧困

そのものを解決するものでないと批判する。そのうえで，貧困層に対するよ

り統合的な政策として普遍主義的な政策を主張している。また，子どもの教

育や医療といった受給条件は，ターゲティングではなくそれらをとおして子

どもに社会的参加を可能とさせるものであるとし，人的資本への投資を重視
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しているとの見解を示している�。この社会党の提案は，就学等を条件にす

べての子どもに子ども手当を支給するという点でエリサ・カリオらのベーシ

ックインカム論に基づく子ども手当法案と同種のものであるとみなされる。

　2009年 8 月には非主流派ナショナルセンターであるアルゼンチン労働者セ

ンターを支持基盤とするクラウディオ・ロサーノ（Claudio Lozano）下院議員

をはじめとした中道左派議員 6名が「普遍的子ども手当」（Asignación Univer-

sal por Hijo）を下院に提案した。前述したようにアルゼンチン労働者センター

は，2001年に反貧困国民戦線や国民投票運動で中心的役割を果たし，ロサー

ノ下院議員もその動きのなかに含まれていた。彼らの提案は，家族手当を受

給しない18歳以下のすべての子どもに，家族手当と同額の現金を支給し，受

給の条件として義務的な医療診断・予防接種を受けることと，学齢期の子ど

もは就学していることを課している。その提案理由書では，制度の普遍化が

現在の家族手当にみられる不正な社会的排除を修正するために最も必要なこ

とであると普遍主義の重要性が強調されている（注23と同じ）。クラウディ

オ・ロサーノらの提案は，既存の家族手当未受給者に対して子ども手当を付

加するというものであり，子どもの就学等を給付条件とするという点におい

ても与党「勝利のための戦線」のエクトル・レカルデ議員の提案に近いもの

であった。提案理由としては，既存の家族手当は雇用条件の悪化によりカ

バー率が低下し，家族手当未受給の子どもの多くが貧困状況にあることを指

摘している。また，扶養者の子どもに対する税額控除制も貧困層には無関係

であり，二重の不平等を強いることになる。こうした不平等を克服するため

に上記「普遍的子ども手当」の制定が必要であると訴えている。このほかに，

急進党が2009年 5 月，ブエノスアイレス州選出のフランシスコ・デ・ナル

バーエス（Francisco de Narváez）下院議員が2009年 8 月に子ども手当を提案

している（Repetto, Díaz Langou y Marazzi 2009）。

　このように2009年中間選挙を挟んで与野党から子ども手当の法案が多数議

会に提出された（表1-2参照）。それは，既存の社会保険である家族手当に替

わり18歳以下の子ども全員に手当を支給するというベーシックインカム論を
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基礎としたものと，既存の家族手当を未受給のインフォーマルセクターの子

どもに対して新たな手当を支給し，子ども手当の支給範囲を拡大させる案に

区別でき，与党案は後者のものであった。後者を支持したものにアルゼンチ

ン労働者センターの支援を受けたクラウディオ・ロサーノ下院議員の提案も

ある。また，すべての法案に子どもの就学等が受給の条件として課されてお

り，そこには，人的資本への投資をとおして貧困の連鎖を断つという条件付

現金給付のアイディアが各アクターに共通して認識されていたことを示して

いる。それはまた，受給に際して子どもの育成に関する義務の遂行を扶養者

に条件として課するという点で合意が形成されていたとみることができる。

　2009年 6 月選挙での与党の敗北を受けて，野党は政権に対して子どもに手

当に関する要求を強めていった。こうした複数の野党側の子ども手当法案の

提案を受けて，その審議入りをめぐって与野党間でやり取りが交わされてい

る（Clarín 3 de agosto y 9 de septiembre de 2009）。他方，カトリック教会も子ど

表1-2　子ども手当法案

提案者 提案者の政党 提案年月
全員か社会保険
との組合せ

就学・
医療の
条件

エリサ・カリオ下院議議員ら 野党左派 2008年 5 月 子ども全員 ○
エクトル・レカルデ下院議員 与党左派 2008年 7 月 社会保険と組合せ ○
社会党 野党左派 2008年 4 月 子ども全員 ○
クラウディオ・ロサーノ下院議
員ら

野党左派
（労働組合系）

2009年 8 月 社会保険と組合せ ○

エルネスト・サンス上院議員
急進党野党
中道左派

2009年 5 月 子ども全員 ○

フランシスコ・デ・ナルバーエ
ス下院議員ら

野党中道 2009年 8 月 社会保険と組合せ ○

（出所）　アルゼンチン下院サイト（http://www.diputados.gov.ar/frames.jsp?mActivo=proyectos&p= 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyectos_search/bp.asp 2013年8月13日閲覧）；Repetto, Díaz Langou y 

Marazzi （2009）。
（注）　政党で明確に新自由主義を批判している場合は，左派とした。
　急進党はホームページに民主社会 (democracia social)の政党と規定しているため中道左派とし
た。
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も手当の採決を促す姿勢を示していた（Clarín 19 de octubre de 2009）。その後

もエリサ・カリオ下院議員の市民同盟（Coalición Cívica）が急進党，社会党

やその他の野党勢力と歩調を合わせて政府に子ども手当の制定を求めていっ

た（Clarín 22 de octubre de 2009）。このように，与党議員が子どもに対する手

当法案を提議する一方で，野党は議会に提案された子ども手当審議入りを政

府に対して一斉に要求していたのである。

4．「普遍的子ども手当」の制定

　こうした中間選挙での敗北と野党や教会・労働組合等からのより広いカバ

レージの子ども手当制度制定要求の高まりのなかで，2009年10月29日にクリ

スティーナ大統領は非拠出制の「普遍的子ども手当」の政令公布を大統領府

において発表した（Cralín 29 de octubre de 2009）。「普遍的子ども手当」を定

める政令1602/2009号は，既存のフォーマルセクターを対象とした家族手当

法のなかに失業者やインフォーマルセクターの家族を対象とした非拠出制の

「普遍的子ども手当」を挿入する内容となっている�。

　「普遍的子ども手当」は，そうした家庭の18歳以下の未就労の子ども 5人

まで受給できる。同手当の支給額は，発足時の2009年時点で月額180ペソで

あり，その80パーセントが毎月支給され，残りの20パーセントは 4歳までの

子どもは健康診断・予防接種， 5歳以上の子どもは就学の義務が果たされた

場合に一括で支給されるという条件が付いている。同制度制定により一定以

上の所得のある自営業者や貧困層の第 6子を除き，ほとんどの子どもが何ら

かの手当を受給できるようになった。

　こうした既存の家族手当法のなかに非拠出制の制度を挿入する形式に関し

て，労働省・社会保障省社会保険局次長エミリア・ロカ（Emilia Roca）は，

世界銀行の条件付現金給付制度のように既存の社会保険の枠外に新たな制度

を設けるのではなく，社会保険制度のなかにそれを組み込んだ点を筆者との

インタビューにおいて強調していた�。ここに政府当局が「普遍的子ども手
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当」を普遍的であるという論拠がみえる。すなわち，フォーマルセクターの

家族に対する家族手当も，また失業者やインフォーマルセクターの子どもに

対する子ども手当も同一の社会保険内で社会保険局が実施しており，そこを

とおしてほとんどすべての子どもが手当を受給できるようになったことを指

して「普遍的」と述べているのである�。

　「普遍的子ども手当」の実施機関であり政策の形成に関与した国家社会保

険局の職員は，少なくともインフォーマルセクターの子どもに何がしかの給

付を行うという点において，子ども手当の普遍化に関してコンセンサスが存

在していたと述べている�。さらに「普遍的子ども手当」とほぼ同様の内容

の法案を提出していた与党「勝利のための戦線」のレカルデ下院議員の政策

秘書も，法案作成に際して議会でも制度の普遍化に関してコンセンサスが存

在していたと証言している�。また，前述したように「失業世帯主プログラ

ム」施行時においても，労働省の文書のなかにはベーシックインカム論を基

にした制度の普遍化への指向がみられていた。

　こうした普遍化に関するコンセンサスの存在は，表1-2の与野党議員の子

ども手当に関する諸提案からもみることができる。ベーシックインカム論を

基にしたエリサ・カリオ下院議員等の提案は，すべての子どもに対する支給

であり，他方与党のリカルデ下院議員や野党のロサーノ下院議員らの提案は

既存の社会保険を残し，未受給者に対する手当の支給を行うというものであ

った。そこには，子ども手当の支給が親の就労形態と関係するのか否かとい

う理念上の問題は残るが，手当支給範囲を拡大するという点において両者は

対立していなかった。子どもに対する手当の拡大をとおしての普遍化に関す

るコンセンサスの背景には，前述したように各アクターによるベーシックイ

ンカムに関するアイディアの共有が存在した。

　つぎに「普遍的子ども手当」の給付に際しての条件の付与は，ラテンアメ

リカに広く普及している条件付現金給付政策と同様であり，上述した政府や

与党議員関係者が等しく，政策または法案立案に際してメキシコやブラジル

をはじめとするラテンアメリカの事例を研究し，人的資本への投資に資する
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ものであると述べている。国家社会保険局の職員も，政令制定時にはすでに

与野党の法案が議会に提出されており，社会保険局内でも域内の事例を研究

したと述べている（注27と同じ）。また，ロカ次長は「普遍的子ども手当」は，

先にアルゼンチンで導入された「失業世帯主プログラム」を改良したもので

あると述べている（注25と同じ）。前述したように労働・社会保障省内部でも

「失業世帯主プログラム」においてはベーシックインカムのアイディアの影

響が明示され，「普遍的子ども手当」はその改良であることから，ベーシッ

クインカムのアイディアそのものは実現しなかったものの，行政府内で同ア

イディアは共有されていた。とはいえ，「普遍的子ども手当」は国際機関か

らの融資を受けずに，アルゼンチン政府が独自に立案したとの政策立案者か

らの証言も得られた�。このように「普遍的子ども手当」の給付条件に関し

ては，上述した国家社会保険局職員，労働・雇用・社会保障省のロカ，与党

議員秘書の証言にあるように，行政府の政策立案者や与党の議員スタッフが

ラテンアメリカにおける条件付現金給付のアイディアを研究し，また労働・

社会保障省のロカ次長自身が語っているように自国の「失業世帯主プログラ

ム」という既存のプログラムを改良しつつ政策が策定されたことが確認され

た。ここに，両政策のアイディアが海外からアルゼンチン国内に伝播し，ア

ルゼンチン国内の各アクターによりベーシックインカムの理念である普遍主

義と条件付現金給付に付随する人的資本への投資というアイディアが共有さ

れている点をみることができる。また，ベーシックインカムのアイディアは

多くのアクターにより知識として共有され，カバー率の向上に向けての理論

を提供し，それが利益を越えて子どもに対する手当の拡大を推進する政治合

意形成のための政治資源となったとみることができる。

　もちろん，「普遍的子ども手当」における条件はベーシックインカム論者

の本来の主張とは矛盾するものである。事実，ベーシックインカムの中心的

推進論者であるロ・ブオロは，子どもの医療や教育に関する条件は懲罰的な

ものであり，長期的な人間能力開発を阻害すると非難している（Lo Vuolo 

2009, 8）。また，公的医療や就学前教育施設の不備のために，支給条件を満
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たすことに貧困層が困難を抱える場合がある点も指摘されている（Pautassi, 

Arcidiácono y Straschnoy 2013, 34-35）。他方，エリサ・カリオ下院議員の案も

含めて，子ども手当の対象を子ども全員としているベーシックインカム論を

基とする提案のすべてが，受給に子どもの医療管理と教育という条件を課し

ている。また，ベーシックインカム推進論者のバルベイトも初等教育や公的

医療が比較的整備されているアルゼンチンでは，こうした条件は軽いもので

あると証言している�。さらに，労働・社会保障省の文書，政府政策立案者

とのインタビューや各議員の提案理由書でみられたように，現金給付に際し

ての条件が人的資本への投資に結び付くとのアイディアが各アクターにより

共有され，それが給付に際して条件を付けるとの合意を形成させた背景にあ

ったことが確認できた。このように条件付現金給付にかかわる人的資本への

投資というアイディアも「普遍的子ども手当」制定に際しての合意形成の政

治的資源となったといえる。

おわりに

　2009年の「普遍的子ども手当」の制定により，それまでフォーマルセク

ターの被用者にほぼ限定されていた子どもに対する手当が，ほぼすべての子

どもに拡大された。その拡大は，従来の社会保険制度である家族手当に非拠

出制の「普遍的子ども手当」を組み合わせるというものであった。それは，

名目的には従来から存在していた社会保険制度の拡大という形で実現された

制度の普遍化であった。この「普遍的子ども手当」制定の背景には，学者同

士の交流によりアルゼンチンに定着したベーシックインカムというアイディ

アと，世界銀行などの国際機関，ブラジル・メキシコでの先行事例からアル

ゼンチンの政策担当者がアドバイスを受けたり自ら学んだりして定着した，

条件付現金給付に伴う人的資本への投資というアイディアがあった。これら

のアイディアは，アルゼンチンに定着した後，多くのアクターにより知識と
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して共有されることとなった。このうちベーシックインカムのアイディアの

共有は，学者，政治家や労働運動を結び付ける政治資源となった。同アイデ

ィアは制度の普遍化を促す意味で，さまざまなアクターが異なる用い方で利

用した。

　他方，ベーシックインカム論者にとって条件付現金給付における条件は，

彼らの主張する無条件で市民に現金を給付するという原則から外れることに

なる。しかし，前述したようにベーシックインカム論を基にした「子どもの

ためのベーシックインカム基金」法案を提出したカリオ下院議員らは，同法

案の提案趣意書のなかに「人間開発のための基礎的条件を子どもに提供する

という義務から大人を免除するものではない」と述べて子どものための教

育・医療という条件を受け入れている（第 3節 1参照）。また，前述したベー

シックインカム推進論の中心人物であるバルベイトも「初等教育や公的医療

が比較的整備されているアルゼンチンでは，こうした条件は軽いものであ

る」と述べて，それを受け入れている（第 3節 4参照）。これらのことは，条

件付現金給付の人的資本の開発というアイディアが，その推進者からは貧困

の連鎖を遮断するという理由で，またベーシックインカム論者からは，子ど

もの教育・健康管理は大人の義務であるという理由で，あるいはそれらがそ

れほど過重な条件ではないという理由で受容されていたことを示している。

その意味で，子どもに対する手当として現金の受給に教育や医療等の条件を

付けることでも主要アクター間で認識が共有され，合意が形成されていたと

いえる。そうしたアイディアが各アクターで共有されたことにより，それに

基づいた各種の提案がなされたことも2009年の「普遍的子ども手当」の制定

を促したと判断される。すなわち，ここではふたつのアイディアが「普遍的

子ども手当」制定を促す政治的資源としての役割を果たしたとみることがで

きる。

　本章では，アイディアが2009年の「普遍的子ども手当」制定を促す政治的

資源としてどのような役割を果たしたのかという視点から分析を行い，上記

のような結論が得られた。しかし，本章では上記課題を明らかにするために，
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序章で示されたアイディア内部に含まれる利益に関する分析を行っていない。

それには，本章で示したアイディアのなかに含まれ，アクターが認識する利

益を確定する作業が追加されることになるが，今後の研究課題としたい。
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CIUDADANO_A_LA_NI%c3%91EZ.pdf　エリサ・カリオ下院議員ウェブサイト
2014年 5 月29日閲覧。

⒀　“Plataforma Electral: Afirmación para una república Igualitaria” http://consultas.

pjn.gov.ar/cne/download/Alianza%20Afirmacion%20para%20una%20Republica%20
Igualitaria.pdf　アルゼンチン政府アーカイブサイト2013年10月25日閲覧。
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⒁　http://www.elecciones.gov.ar/estadistica/archivos/2003/ResultTotPais2003.pdf内
務省ウェブサイト2013年10月25日　閲覧。
⒂　http://www.ingresociudadano.com.ar/index.php/home/menubrevehistoria　ベー
シックインカム市民社会組織サイト2013年10月 9 日閲覧。
⒃　http://edant.clarin.com/diario/2001/12/18/p-01812.htm　クラリン紙ウェブサイ
ト2013年10月28日閲覧。
⒄　2013年 9 月16日，CTAを構成する有力組合国家公務員組合（Asociación de 

Trabajadores de Estado: ATE）の国際担当委員 Ruben Garridoとのインタビュ
ー。
⒅　http://www.lanacion.com.ar/364094-el-frente-nacional-contra-la -pobrezaラ・ ナ
シオン紙ウェブサイト2013年10月25日閲覧。
⒆　http://www.elecciones.gov.ar/estadistica/archivos/2009/Totales_por_Provin-

cia_28_de_junio_de_2009.pdf　内務省ウェブサイト2013年11月 1 日閲覧。
⒇　http://www.lanacion.com.ar/1144249-contundente-triunfo-de-los-candidatos-de-

cobos-en-mendoza　ラ・ナシオン紙ウェブサイト2013年11月 1 日閲覧。
�　http://www.diputados.gov.ar/frames.jsp?mActivo=proyectos&p=http://www1.

hcdn.gov.ar/proyectos_search/bp.asp　連邦下院ウェブサイト2013年 8 月13日閲
覧。
�　2013年 9 月12日，Hector Ricalde下院議員事務所での同政策秘書とのインタ
ビューにおいて。
�　http://www.diputados.gov.ar/frames.jsp?mActivo=proyectos&p=http://www1.

hcdn.gov.ar/proyectos_search/bp.asp　連邦下院サイト2013年 8 月13日閲覧。
�　http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/159466/nor-

ma.htm　経済省ウェブサイト2013年 8 月27日閲覧。
�　2013年 9 月16日，労働・社会保障省社会保障局次長 Emilia Rocaとのインタ
ビューにおいて。
�　「普遍的子ども手当」の政令のなかに，「受給者は最低賃金以上を得ている
インフォーマル労働者を除く」との但書きがある。しかし，実際の運用では
インフォーマルセクター労働者の所得把握が困難であるため，社会保険局の
記録にある子どもが私立学校に通学している場合を高額所得者とみなし，支
給対象外としている。2013年 9 月17日，社会保険局 ANSES職員とのインタビ
ューにおいて。
�　2013年 9 月17日，社会保険局（ANSES）職員とのインタビューにおいて。
�　2013年 9 月12日，Hector Ricalde下院議員事務所での同政策秘書とのインタ
ビューにおいて。
�　2013年 9 月17日，社会保険局（ANSES）職員とのインタビューにおいて。
�　2013年 9 月16日，ブエノスアイレス CIEPPでの，Rúben Lo Vuolo，Alberto 
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Barbeito，および Corina Rodrígezの 3名の研究員とのインタビューによる。
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